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■隣接都市の色彩基準 

●我孫子市（出典資料：平成 18 年 11 月） 
建築物の基調色の基準を示す。 

○手賀沼ふれあいライン特定地区
（基調色 90％以上） 

※印西市の国道 464 号

沿道地区「商業・業

務ゾーン」に相当 

⇒彩度はやや低い 

○一般地区（基調色 93％以上） 

※印西市の一般地区

「住居等景観ゾー

ン」に相当 

⇒彩度は近似 

○国道６号・商業地区（基調色 80％

以上） 

※印西市の一般地区「商業・

業務景観ゾーン」に相当 

⇒彩度は類似（中段色高い） 

※印西市の一般地区「商業・

業務、住居、工業景観ゾー

ン」に相当 

⇒彩度は商業・業務景観ゾー

ンに類似（中段色低い） 

●酒々井町（出典資料：平成 29 年４月） 
外壁・工作物と屋根の基調色の基準を示す。（基調色は配色のベースとなる色） 

※印西市の一般地区

「田園・集落、台地の

景観ゾーン」に相当 

⇒彩度は類似（中下段

色低い） 

●成田市（出典資料：平成 26 年３月） 

建築物及び工作物の基調色の基準を示す。 

※印西市の一般地区「住

居等景観ゾーン」に相

当 

⇒（印西市と比較して）彩

度は近似 

※印西市の一般地区「商

業・業務景観ゾーン」に

相当 

⇒彩度は類似（寒色系他

やや高い） 

○里地・住宅市街地・工業地・成田国際空港周辺
景観ゾーン（基調色 90％以上） 

○商業地景観ゾーン（基調色 80％以上） 

○屋根の色彩（各地区共通） 

補完資料 

※印西市の全地区「全景観ゾ

ーン」に相当 

⇒彩度は一般地区「商業・業務

景観ゾーン」に、上段色は近

似、下段色は高い 
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●柏市（出典資料：平成 28 年１月改訂版） 
建築物等の色彩基準を示す。（アクセントカラーは 20％以内） 

●佐倉市（出典資料：平成 27 年 10 月 佐倉市景観計画（案）） 
外壁（外装）及び屋根の基調色の基準を示す。（基調色は 80％以上） 

※印西市の全地区の「全景観ゾー

ン」に相当 

⇒彩度は一般地区の「住居等景観

ゾーン」に、外壁は類似 

※印西市の全地区の「全景観ゾーン」に相当 

⇒彩度は色相によって一般地区の「商業・業

務景観ゾーン」、「住居等景観ゾーン」以下 


